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深川地域消費者被害防止ネットワーク情報 №59 

令和８年３月 10日、深川市内の一般住宅に、電気工事業者を

名乗る者が「この路線は 10 年以内に無電柱化される。

お宅の電線を撤去・地中化する工事を行う必要がある

ので見せてほしい。」という名目で来訪してきました。該

当する路線について無電柱化される事実は無く、この

者については不審者と思われます。 

点検などを目的とした訪問は、【悪質商法】【訪問中

に金品を盗む泥棒】【特殊詐欺や泥棒の下見】などの様々

な犯罪被害のおそれがあります。 

突然、点検名目などで業者や官公庁を名乗る者が自宅を訪ねてきた

場合は、【すぐに自宅に入れない】【名刺、社員証などの

提示を求める】【110番通報する】などして、被害を未然に

防止しましょう。         

不審な訪問業者に注意‼ 


